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新潟市市税口座振替事務取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地方自治法第２３１条の２第３項、地方自治法施行令第１５５条及び新潟

市財務規則第５４条の規定に基づき、口座振替の方法による市税の納付（以下「口座振替納付」

という。）に関する事務処理について必要な事項を定める。 

（対象税目） 

第２条 口座振替納付ができる税目は、市県民税・森林環境税（個人の普通徴収分に限る。）、

固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）とする。ただし、いずれの税目も随時課税を

除く。 

２ 前項の税目において、税額の分割及び納期を経過した場合の振替は行わないものとする。 

（対象者） 

第３条 口座振替納付ができる対象者は、前条に規定された税目の納税義務者とする。 

（取扱金融機関） 

第４条 口座振替事務の取扱金融機関は、新潟市指定金融機関・新潟市指定代理金融機関・新潟



市収納代理金融機関（以下「取扱金融機関」という。）とする。 

（指定口座） 

第５条 口座振替の口座は、口座振替納付をしようとする納税義務者（以下「申込者」という。）

が指定する普通預金（総合口座を含む。）、当座預金、納税準備預金又は通常貯金等で取扱金

融機関の承諾を得た口座（以下「指定口座」という。）とする。ただし、次条第３号の規定に

より申込みできる口座は、個人が保有する普通預金（総合口座を含む。）又は通常貯金に限る。 

（口座振替納付の申込み） 

第６条 申込者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、市長と取扱金融機関に申し込むも

のとする。 

（１）取扱金融機関での申込み 新潟市市税預金口座振替依頼書（様式１号１。以下「振替依

頼書」という。）、新潟市市税預金口座振替依頼書（控）（様式１号２。以下「依頼書控」

という。）及び新潟市市税預金口座振替依頼書兼納付届（様式２号。以下「依頼書兼納付

届」という。）に所定の事項（以下「申込事項」という。）を記載のうえ、指定口座の届

出印（以下「届出印」という。）を押印して取扱金融機関の窓口に提出するものとする。

ただし、振替依頼書及び依頼書兼納付届の届出印について、取扱金融機関から押印不要の

申出があった場合はこの限りではない。 

（２）郵送での申込み 新潟市市税預金口座振替依頼（申込）書（様式３号。以下「郵送依頼

書」という。）に申込事項を記載のうえ届出印を押印して市長に提出するものとする。 

（３）Ｗｅｂサイトでの申込み 市長が指定するＷｅｂサイト（以下「申込サイト」という。）

に申込事項を入力するとともに、取扱金融機関のうち、申込サイトと情報通信できる金融

機関（以下「Ｗｅｂ受付金融機関」という。）が指定するＷｅｂサイト（以下「金融機関

サイト」という。）に遷移し、指定口座と本人確認の情報を入力して申し込むものとする。 

（取扱金融機関の事務処理） 

第７条 取扱金融機関は、前条各号の申込みに対応する次の各号に掲げる事務処理を行うものと

する。 

（１）申込者から振替依頼書、依頼書控及び依頼書兼納付届の提出を受けたときは、申込事項

と届出印を確認のうえ受理し、依頼書控を申込者に返却するとともに、振替依頼書を保管

するものとする。この場合において、取扱金融機関は、受理した依頼書兼納付届に確認印

を押印し、市長に送付するものとする。 

（２）次条第２号の規定により市長から郵送依頼書の送付を受けたときは、申込事項と届出印



を確認のうえ受理して保管するものとする。この場合において、取扱金融機関は、郵送依

頼書を受理した旨を市長に通知するものとする。ただし、申込事項又は届出印に不備があ

って受理できないものは、当該郵送依頼書中の金融機関処理欄に不備事由を記載して市長

に返却するものとする。 

（３）申込者から金融機関サイトに指定口座と本人確認の情報が入力されたときは、入力情報

を確認のうえ受理して保管するものとする。この場合において、指定口座の情報を付して

申込みを受理した旨を市長に通知するものとする。ただし、指定口座又は本人確認の情報

に不備があって受理できない場合は、その旨を市長に通知するものとする。 

（市長の事務処理） 

第８条 市長は、第６条各号の申込みに対応する次の各号に掲げる事務処理を行うものとす 

（１）取扱金融機関から依頼書兼納付届の送付があったときは、申込事項を確認のうえ受理し、

口座振替に係る所定の事務処理を行う。ただし、依頼書兼納付届の申込事項に不備がある

ときは、申込者に受理できなかった旨を通知する。 

（２）申込者から郵送依頼書の送付があったときは、申込事項を確認し受理したうえで、確認

印を押印して取扱金融機関に送付する。この場合において、郵送依頼書を複写し、その写

しを保管する。また、取扱金融機関から郵送依頼書を受理した旨の通知があったときは、

口座振替に係る所定の事務処理を行う。ただし、申込事項に不備があるとき、又は同様の

理由で取扱金融機関から郵送依頼書が返却されたときは、申込者に受理できなかった旨を

通知する。 

（３）Ｗｅｂ受付金融機関から申込みを受理した旨の通知を受けたときは、申込事項を確認の

うえ受理し、口座振替に係る所定の事務処理を行う。ただし、第６条第３号に規定する申

込事項に不備があるとき、又はＷｅｂ受付金融機関から受理できなかった旨の通知を受け

たときは、申込者に受理できなかった旨を通知する。 

（口座振替の依頼） 

第９条 市長は、口座振替を行うときは、各納期限の６営業日前までに、口座振替納付者（以下

「利用者」という。）の納付書の電子記録（以下「振替依頼データ」という。）を各取扱金融

機関と新潟市との間のネットワーク回線を通じた伝送（以下「データ伝送」という。）により

振替依頼する。これによりがたいときは、振替依頼データを記録した電子媒体を口座振替納付

書送付書（様式５号）と合わせて送付するものとする。 

（振替日） 



第１０条 口座振替を行う日（以下「振替日」という。）は、各納期限の日とする。ただし、全

期一括振替の場合は、第１期の納期限の日とする。 

（口座振替納付の事務処理） 

第１１条 取扱金融機関は、振替日に利用者の指定口座から振替依頼データに記録された金額を

払い出し、納付するものとする。 

２ 取扱金融機関は、口座振替を行ったときは、振替日の４営業日後までに、利用者の振替結果

の電子記録（以下「振替結果データ」という。）をデータ伝送により、指定金融機関経由で市

長に送付するものとする。ただし、振替結果データを記録した電子媒体を送付する場合は、市

税口座振替報告書（様式５号）を添付するものとする。 

３ 取扱金融機関は、預金不足等の事由により振替不能が生じたときは、前項に規定する振替結

果データに、振替不能理由を付して市長に送付するものとする。 

（口座振替納付の停止） 

第１２条 市長は、利用者から口座振替の停止の申出があったとき又は口座振替の停止をするこ

とが適当と認められるときは、納期限の２営業日前までに、市税口座振替停止連絡表（様式６

号）を取扱金融機関に送付する。 

２ 取扱金融機関は、前項の規定により市税口座振替停止連絡表の送付を受けたときは、当該納

期の口座振替を停止するものとする。 

（口座振替納付に伴う領収証書） 

第１３条 口座振替納付に伴う領収証書については、通帳の記帳をもって、これに代えるものと

する。 

（振替不能分の取扱） 

第１４条 市長は、第１１条第３項に規定する振替不能が生じたときは、納付書を作成し、利用

者に送付する。 

（口座振替納付の廃止） 

第１５条 利用者が口座振替納付を廃止しようとするときは、次の各号に掲げるいずれかの方法

により届け出るものとする。 

（１）書面での届出 新潟市市税預金口座振替廃止届（様式８号１、様式８号２、様式８号３。

以下「廃止届」という。）に所定の廃止届出事項（以下「廃止事項」という。）を記載し、

市長又は取扱金融機関に提出するものとする。 

（２）Ｗｅｂサイトでの届出 市長が指定する届出のためのＷｅｂサイトに廃止事項を入力



するものとする。 

２ 前項第１号の規定のうち取扱金融機関が廃止届を受けたときは、当該取扱金融機関は、廃止

事項を確認のうえ受理し、確認印を押印して廃止届（様式８号３）を市長に送付するものとす

る。 

３ 市長は、利用者から届出を受けたとき、又は取扱金融機関から廃止届の送付を受けたときは、

廃止事項を確認のうえ受理し、廃止の事務処理をする。 

４ 市長は、第９条に規定する取扱金融機関への振替依頼を５年間に一度も行わなかった場合、

及びその他の事由により口座振替の継続が困難であると判断した場合は、前項の規定に関わら

ず当該利用者の口座振替納付を廃止するものとする。 

（その他） 

第１６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

  この要領は、昭和６３年４月１日から実施する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際、改正前の新潟市市税口座振替事務取扱要領の規定によりなされた申

請、手続その他の行為は、この要領によりなされたものとみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際、改正前の新潟市市税口座振替事務取扱要領の規定によりなされた申

請、手続その他の行為は、この要領によりなされたものとみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 



１ この要領は、令和５年１月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和５年１０月２５日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年５月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和７年１０月１日から施行する。 



様式１号１（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



様式１号１（裏） 

約 定 

１ 新潟市長から納付書等が貴店へ送付されたときは、私に通知することなく所定の振

替日に、私の指定口座から、納付書等記載の金額を払い出し、新潟市長へ納付してく

ださい。 

２ 前項の手続については、当座勘定規定又は普通預金規定等にかかわらず、小切手の

振出又は預金通帳及び払戻請求書を提出しませんので、貴店所定の方法で処理してく

ださい。 

３ 随時課税、納期変更、税額の分割又は納期を経過した場合の振替は請求いたしませ

ん。 

４ 振替日は納期限の日としてください。 

５ 指定口座の残高が振替日に納付書等記載の金額に満たないときは、私に通知するこ

となく、当該納付書等を新潟市長に返却されても差し支えありません。 

６ 通帳の記帳をもって納付済の確認としますので、領収書の請求はいたしません。 

７ 期別・全納の区分については、申込時の方法で差し支えありません。 

８ この口座振替契約を変更するときは、新潟市長が指定する方法で改めて口座振替を

申込みします。 

９ この口座振替契約を廃止するときは、新潟市長が指定する方法で届出します。 

10 全期一括振替ができなかった場合は、第２期から期別に振り替えられても差し支え

ありません。 

11 この口座振替契約は、新潟市長が必要と認めた場合には第９の規定にかかわらず、

私に通知することなく解約されても異議ありません。 

12 還付金等が生じた場合は、この口座振替依頼書の口座に振り込んで差し支えありま

せん。 

13 この取り扱いについて、万一紛議が生じても貴店の責によるものを除き、貴店に迷

惑をかけません。 

 



様式１号２（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１号２（裏） 

約 定 

１ 新潟市長から納付書等が貴店へ送付されたときは、私に通知することなく所定の振

替日に、私の指定口座から、納付書等記載の金額を払い出し、新潟市長へ納付してく

ださい。 

２ 前項の手続については、当座勘定規定又は普通預金規定等にかかわらず、小切手の

振出又は預金通帳及び払戻請求書を提出しませんので、貴店所定の方法で処理してく

ださい。 

３ 随時課税、納期変更、税額の分割又は納期を経過した場合の振替は請求いたしませ

ん。 

４ 振替日は納期限の日としてください。 

５ 指定口座の残高が振替日に納付書等記載の金額に満たないときは、私に通知するこ

となく、当該納付書等を新潟市長に返却されても差し支えありません。 

６ 通帳の記帳をもって納付済の確認としますので、領収書の請求はいたしません。 

７ 期別・全納の区分については、申込時の方法で差し支えありません。 

８ この口座振替契約を変更するときは、新潟市長が指定する方法で改めて口座振替を

申込みします。 

９ この口座振替契約を廃止するときは、新潟市長が指定する方法で届出します。 

10 全期一括振替ができなかった場合は、第２期から期別に振り替えられても差し支え

ありません。 

11 この口座振替契約は、新潟市長が必要と認めた場合には第９の規定にかかわらず、

私に通知することなく解約されても異議ありません。 

12 還付金等が生じた場合は、この口座振替依頼書の口座に振り込んで差し支えありま

せん。 

13 この取り扱いについて、万一紛議が生じても貴店の責によるものを除き、貴店に迷

惑をかけません。 

 

 

 



様式２号（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２号（裏） 

約 定 

１ 新潟市長から納付書等が貴店へ送付されたときは、私に通知することなく所定の振

替日に、私の指定口座から、納付書等記載の金額を払い出し、新潟市長へ納付してく

ださい。 

２ 前項の手続については、当座勘定規定又は普通預金規定等にかかわらず、小切手の

振出又は預金通帳及び払戻請求書を提出しませんので、貴店所定の方法で処理してく

ださい。 

３ 随時課税、納期変更、税額の分割又は納期を経過した場合の振替は請求いたしませ

ん。 

４ 振替日は納期限の日としてください。 

５ 指定口座の残高が振替日に納付書等記載の金額に満たないときは、私に通知するこ

となく、当該納付書等を新潟市長に返却されても差し支えありません。 

６ 通帳の記帳をもって納付済の確認としますので、領収書の請求はいたしません。 

７ 期別・全納の区分については、申込時の方法で差し支えありません。 

８ この口座振替契約を変更するときは、新潟市長が指定する方法で改めて口座振替を

申込みします。 

９ この口座振替契約を廃止するときは、新潟市長が指定する方法で届出します。 

10 全期一括振替ができなかった場合は、第２期から期別に振り替えられても差し支え

ありません。 

11 この口座振替契約は、新潟市長が必要と認めた場合には第９の規定にかかわらず、

私に通知することなく解約されても異議ありません。 

12 還付金等が生じた場合は、この口座振替依頼書の口座に振り込んで差し支えありま

せん。 

13 この取り扱いについて、万一紛議が生じても貴店の責によるものを除き、貴店に迷

惑をかけません。 

 

 

 

 



様式３号（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式３号（裏） 

約 定 

１ 新潟市長から納付書等が貴店へ送付されたときは、私に通知することなく所定の振

替日に、私の指定口座から、納付書等記載の金額を払い出し、新潟市長へ納付してく

ださい。 

２ 前項の手続については、当座勘定規定又は普通預金規定等にかかわらず、小切手の

振出又は預金通帳及び払戻請求書を提出しませんので、貴店所定の方法で処理してく

ださい。 

３ 随時課税、納期変更、税額の分割又は納期を経過した場合の振替は請求いたしませ

ん。 

４ 振替日は納期限の日としてください。 

５ 指定口座の残高が振替日に納付書等記載の金額に満たないときは、私に通知するこ

となく、当該納付書等を新潟市長に返却されても差し支えありません。 

６ 通帳の記帳をもって納付済の確認としますので、領収書の請求はいたしません。 

７ 期別・全納の区分については、申込時の方法で差し支えありません。 

８ この口座振替契約を変更するときは、新潟市長が指定する方法で改めて口座振替を

申込みします。 

９ この口座振替契約を廃止するときは、新潟市長が指定する方法で届出します。 

10 全期一括振替ができなかった場合は、第２期から期別に振り替えられても差し支え

ありません。 

11 この口座振替契約は、新潟市長が必要と認めた場合には第９の規定にかかわらず、

私に通知することなく解約されても異議ありません。 

12 還付金等が生じた場合は、この口座振替依頼書の口座に振り込んで差し支えありま

せん。 

13 この取り扱いについて、万一紛議が生じても貴店の責によるものを除き、貴店に迷

惑をかけません。 
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様式６号 

 

  



様式８号１ 

 



様式８号２ 

 



様式８号３ 

 

(宛先) 


